
 

 

 

 

 

 

  

  

【マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります。】 

令和 5年 4月からオンライン資格確認（マイナンバーカードの健康保険証利用）がスタートいたします。 

現在当院におきましても、オンライン資格確認システムの運用開始に向けて整備を進めております。 

運用開始については令和５年５月中を予定しております。 

【顔認証付きカードリーダーの受付方法について】   ※事前のご案内です 

 カードリーダーにマイナンバーカードを顔写真を表にして縦向きに置いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                             

                                                       

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 
・患者様に感動をしていただける医療を実践します  

・患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

 

 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

 

 

 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 


